
龍野税務署からのお願い龍野税務署からのお願い

男
女
共
同
参
画
セ
ミ
ナ
ー

「
１
０
０
年
人
生 

お
金
の
感
性

ス
イ
ッ
チ
オ
ン
！
」を
開
催

　

人
生
１
０
０
年
時
代
、
資
産
形
成

の
重
要
性
は
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
未

来
に
向
け
た
お
金
に
対
す
る
感
性
を

育
て
、
自
分
ら
し
い
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン

を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

■	

と
き　

２
月
７
日（
土
）13
時
～
15

時
30
分

■	

と
こ
ろ　

市
役
所
新
館
４
階 

災

害
対
策
本
部
兼
大
会
議
室

■	

定
員　

30
名
（
先
着
順
・
要
申
し

込
み
）

※
託
児
あ
り
（
満
１
歳
～
就
学
前
）

■	

参
加
費　

無
料

■	

申
込
方
法　

電
子
申
請
、
メ
ー
ル

ま
た
は
電
話
に
て
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

■	

申
込
期
限　

２
月
５
日（
木
）

※
託
児
希
望
の
方
は
２
月
２
日（
月
）

ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

■	

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

	

人
権
推
進
課（
☎
64
・
３
１
５
１
、

jinkensuishin@
city.tatsu 

no.lg.jp

）

募
　
　
集

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
・
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講
座
を

開
催
し
ま
す
！

　

認
知
症
を
正
し
く
理
解
し
、
認
知

症
の
人
や
そ
の
家
族
を
支
援
す
る
た

め
の
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

ま
た
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成

講
座
を
修
了
さ
れ
た
方
を
対
象
に
、

講
座
で
学
ん
だ
知
識
を
さ
ら
に
深
め

る
た
め
の
「
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講
座
」

も
同
日
開
催
し
ま
す
。

■	

と
き
・
内
容　

２
月
16
日（
月
）

第
１
部 

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

13
時
30
分
～
15
時（
受
付
は
13
時
～
）

第
２
部 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講
座

15
時
５
分
～
16
時
15
分

※
既
に
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
を
受
講
さ
れ
た
方
は
、
第
２
部
の

み
の
参
加
も
可
能

■	

と
こ
ろ　

市
役
所
多
目
的
ホ
ー
ル

■	

定
員　

50
名（
先
着
順
・
要
申
し
込
み
）

■	

参
加
費　

無
料

■	

申
込
方
法　

地
域
包
括
支
援
課
窓

口
に
設
置
し
て
い
る
申
込
書
を
提

出
し
て
い
た
だ
く
か
、電
話
、電
子

申
請
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。　

■	

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

地
域
包

括
支
援
課（
☎
64
・
３
１
２
５
）

税の申告税の申告
　市民税は、県民税と併せて住民税と呼ばれ、皆さんの所得に応じて負担していただく税金です。申告された
令和７年中の所得が、令和８年度市・県民税の課税の基礎ならびに国民健康保険税および介護保険料などの算
定の基礎資料となります。申告期限が近づくと大変混雑しますので、早めの申告をお願いします。

申
告
に
必
要
な
物

税の申告お忘れなく！お忘れなく！お忘れなく！
市・県民税の申告相談
▶市税課（☎64・3145）
所得税の申告相談
▶龍野税務署（☎62・0281）

市・県民税の申告が必要な人
11 賦課期日（令和８年１月１日）現在、市内に住所を有し、次のいずれかに該当する人
（1）公的年金などの受給者
①扶養控除および社会保険料控除、生命保険料控除、地震
保険料控除、医療費控除などを受けようとする人
②公的年金等以外の所得（営業、農業、不動産、一時、雑所
得など）があった人

※②の場合、公的年金などの収入金額が400万円以下で、年金
に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下に該当し、所得
税の確定申告をする必要がない人も申告してください。

（2）給与所得者
①勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない人
②令和７年中に退職または失業し、年内に再就職していない人
③給与所得以外の所得（営業、農業、不動産、一時、雑所得など）があった人
※所得税の確定申告をする必要がない人も申告してください。

（3）営業、農業、不動産、一時、雑所得などの所得があった人
（4）令和７年中に収入がなかった人
（5）令和７年中の収入が遺族年金または障害年金のみの人

22 市内に事務所または事業所、家屋敷を有し市外に住所を有する人

■	マイナンバーカードまたは通知カード
【所得計算に必要な書類】
■	給与または年金の源泉徴収票（原本）
■	生命保険などの個人年金や一時所得
などの書類

■	収支内訳書（営業、農業、不動産など
の所得がある人）

【各種の所得控除を受ける場合】
■	支払証明書（生命保険料、地震保険料、国民健康
保険税控除証明書など）

■	領収書（社会保険料、寄附金など）
■	医療費控除の明細書
■	障害者手帳、障害者控除対象者認定書など

【所得税の還付申告をされる場合】
■	振込先口座（本人名義に限る）がわかるもの

営業、農業などの収支内訳書は、あらかじめ整理、集計し、申告会場へ持参してください。
また、①青色申告、②株式、土地、建物などの譲渡所得、③住宅ローン控除（初年度）、
④消費税の申告は龍野税務署で行ってください。

注意

申告相談日程 ２月16日（月）～３月16日（月）※土・日曜日、祝日は除く
申告相談会場 開　設　日 受付時間

本庁（多目的ホール） ３月 ５日（木）～ 16日（月）

９時～16時
新宮総合支所（しんぐうホール） ３月 ２日（月）～ 16日（月）
揖保川総合支所（ふれあいホール） ２月16日（月）～  ３月16日（月）

御津公民館（第１研修室） ２月16日（月）～ 25日（水）
３月 ４日（水）～ 16日（月）

出
張
申
告
相
談
会
場

誉田コミュニティセンター ２月26日（木）・ 27日（金）

９時～16時
※２日目は15時まで

揖保コミュニティセンター ２月24日（火）・ 25日（水）
神岡コミュニティセンター ２月18日（水）・ 19日（木）
揖西コミュニティセンター ３月 ３日（火）・  ４日（水）
越部コミュニティセンター ２月18日（水）・ 19日（木）
西栗栖コミュニティセンター ２月24日（火）・ 25日（水）

９時20分～16時
※２日目は15時まで東栗栖コミュニティセンター ２月26日（木）・ 27日（金）

香島コミュニティセンター ２月16日（月）・ 17日（火）
室津センター ２月27日（金） ９時20分～16時
誉隣保館 ２月16日（月）

10時～15時30分総合隣保館 ２月20日（金）
岩見港公民館 ３月 ２日（月）

自宅からスマホで申告してみませんか？
すきま時間にパパッと確定申告

　スマホとマイナンバーカードがあれば、いつでも、どこでも、国税庁ホームページ「確定申
告書等作成コーナー」から、申告書を作成・送信することができます！
※	マイナンバーカードを使用した申告書の作成には、利用者証明用電子証明書パスワード（数字
４桁）・署名用電子証明書パスワード（英数字６文字以上16文字以下） が必要となりますので、
事前にご準備ください。

※	（4）（5）は、国民健康保険税、介護保険料な
どの算定および市・県民税の非課税の判定に
必要ですので、必ず申告してください。

　医療費控除の申告は、領収書の
提出の代わりに、医療を受けた人、
病院、薬局、医療費の額などを記入
した 「医療費控除の明細書」を作成
し、申告会場へ持参してください。

医療費控除の申告には、
「医療費控除の明細書」の

提出が必須です！

お知らせ
　令和８年１月１日時点でたつの市に住民登録
のある方は、いずれの会場でも申告ができます。
　なお、所得税の還付申告については、申告
期間前でも龍野税務署において受け付けて
います。

本人確認および番号確認について
　確定申告書提出の際は、本人確認（運転免許証など）および番
号確認（マイナンバーカードまたは通知カード※）が必須となりま
すので、本人確認書類および番号確認書類を持参してください。
※	氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場
合に限ります。

●確定申告会場について
　龍野税務署の確定申告会場（２月16日（月）から開設）で相談を希望される方は、LINEに
よるオンライン事前予約をお願いします。

▶ 龍野税務署（☎62・0281）

作成コーナー

国税庁LINE
アカウント

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

は
こ
ち
ら
か
ら

電
子
申
請
は

こ
ち
ら
か
ら

電
子
申
請
は

こ
ち
ら
か
ら

2026 年 1 月号 2026 年 1 月号

【
市
外
局
番
】
龍
野
（
０
７
９
１
）    

新
宮
（
０
７
９
１
）    

揖
保
川
（
０
７
９
１
）    

御
津
（
０
７
９
）

23


